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細菌スクリーニング導入による医療機関

への影響 
定期的な輸血副反応報告が行われるようになって以降、名古屋大学医学部附属病院（当院）にお

いては血小板製剤が原因と疑われた細菌感染症は、細菌スクリーニングの導入前後も発生はな

い。もちろん細菌スクリーニングの導入により血小板製剤の安全性は確実に向上している。一方

で、導入後院内の運用面ではいくつかの新たな課題が生じており、本講演では当院の影響を報

告するとともに、愛知県合同輸血療法委員会において実施した県内主要医療機関に対するアン

ケート調査の結果もあわせて、医療機関への影響について考察したい。 

導入後有効期限は採血後 6 日となったが、納品される時点で 6 日目の状態、すなわち納品当日

が有効期限というケースが増加している。このため時間的猶予が短く、運用の柔軟性が低下して

おり、また緊急手術での追加需要に対する調整が困難となった。導入以前は有効期限に余裕の

あることが多かったが、有効期限がタイトとなり、現場における使用者側での期限確認により注意

を要することとなった。このため廃棄量増加につながるおそれがあったことで、当院においては支

給票の有効期限部分にマーカの付与など視認しやすい工夫や、適合票へも有効期限を表示して

いる。また有効期限の短さについて、院内における情報共有体制の強化が今後不可欠と考えら

れた。 

別の影響として、同型血小板の入手が以前より困難となり、異型・異型不適合血小板の使用件数

が増加している。輸血療法の実施に関する指針では、抗 A・抗 B 抗体価が高値（128 倍以上）の

場合、洗浄血小板を検討する必要があるとしている。しかし緊急性が高い症例では、洗浄せず使

用せざるを得ないケースも生じた。 

一方、導入後血液センターから「微小凝集物あり」の連絡が入るケースが増えている。しかし多く

の場合、輸血部での目視による確認で異常がなく、現場からの指摘も少ない。しかしこのため、製

剤受領時や払い出し時における確認作業が増加し、輸血部の業務量増大に間接的につながって

いる。 
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（案） 

愛知県合同輸血療法委員会開催要綱 

（名称）  

第１条 この委員会は、愛知県合同輸血療法委員会（以下「委員会」という。）という。  

 

（目的）  

第２条 委員会は、愛知県内における適正かつ安全な輸血療法の向上を目指すために開催

し、血液製剤の適正使用を推進する上で、課題を明確にし、解消を図ることを目的と

する。 

  

（事業）  

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。  

(1) 血液製剤の使用量・状況の比較検討及び使用指針に基づいた評価に関すること。  

(2) 各種指針等を用いた適正使用の勉強会に関すること。  

(3) 各医療機関における課題の整理・検討に関すること。  

(4) 輸血医療に係る相互査察の実施に関すること。  

(5) その他目的を達成するために必要な事業。  

 

（委員）  

第４条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。  

(1) 愛知県内主要医療機関の輸血療法委員会関係者  

(2) 愛知県赤十字血液センターの職員  

 

（委員長）  

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。  

２ 委員長は会務を統括し、委員会の議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

 

（委員の任期）  

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（委員会）  

第７条 委員会は、保健医療局長が招集し、年１回以上開催する。  

２ 委員会は原則公開とする。  

３ 委員長の許可を得た場合には、委員の代理の者が出席し意見を述べることができるほ

か、意見等を聞くために必要があると認められる者が委員会に出席することができる。  

 

（部会）  

第８条 本会の目的に資するため、本会に部会を置くことができる。 

 

（庶務）  

第９条 この委員会の事務は、保健医療局生活衛生部医薬安全課において処理する。 

  

（会議録）  

第10条 会議録については５年間保存する。  

 

（会議の特例） 

第11条 委員長が緊急の必要があると認めた場合、その他やむを得ない理由がある場合に

は、委員に議事の概要を記載した書面を送付し、その意見を徴し又は賛否を問うことにより

委員会の開催に代えることができる。 
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（その他）  

第12条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に

図って定める。 

  

附  則  

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

附  則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年１１月２５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和○年○月○日から施行する。 
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